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市連会の議題については、右上に【市連】と表示しています。 

区連会の議題については、表示していません。 
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緊急事態宣言期間の延長について                         
 

  コロナウイルス感染症拡大防止の取組にご協力いただき、ありがとうございます。 

緊急事態宣言期間が５月 31 日まで延長になりました。 

自治会町内会の皆様におかれましても引き続き、イベント・会合等の開催について 

延期や中止などをご検討くださいますようお願いいたします。 

今後も横浜市のホームページで最新の情報を発信するなど、必要な情報提供に努め 

てまいりますので、ご協力をお願いいたします。 

    

［添付資料］ 

 ・市長コメント 

市民局地域活動推進課 TEL 671-2317 
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１ 特別定額給付金について 

(市民局) 

 

令和２年４月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決

定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計へ

の支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されることになりました。 

本市においても、早期の給付開始に向け、準備を進めておりますので、現

在の状況を情報提供させていただきます。 

 

１ 特別定額給付金の概要 

（１）給付対象者：基準日（令和２年４月 27 日）において、住民基本台帳に記録さ

れている者 

（２）受給権者：その者の属する世帯の世帯主 

（３）給付額：給付対象者１人につき 10 万円 

（４）申請方法 

ア 郵送申請方式 

     イ オンライン申請方式（マイナンバーカードを所持している世帯主が利用可能） 

※電子署名により本人確認を実施するため、本人確認書類のアップロードは

不要 

（５）申請期限：郵送申請方式の申請受付開始日から３か月以内 

（６）給付方法：原則として、申請者の本人名義の銀行口座への振込み 

（７）その他：配偶者やその他親族からの暴力等により、市外から、もしくは市内

で避難している場合は、現在の居住地（避難先）に住民票を移して

いなくても給付金を受け取ることができる可能性があります。 

２ お問合せ 

横浜市特別定額給付金受付センター 

※５月 18 日（月）に開設。９時から 17 時まで（５・６月は土・日曜も対応） 

   

・特別定額給付金コールセンター（総務省：０１２０－２６００２０）もご利用い 

ただけます。 

・ＦＡＸは市民局総務課定額給付金担当（６８１－８３７９）へお送りください。 

 

今月の自治会・町内会配送ルートにて、各自治会・町内会長の皆様に資料

を１部送付いたします。 

 

問合せ先：  

 

 

 

 

横浜市特別定額給付金受付センター ℡０５７０－０４５５９２ 

【市連】 
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２ 横浜ＩＲ（統合型リゾート）について 

(都市整備局) 

 

３月６日から４月６日まで意見募集をしていました「横浜ＩＲ(統合型リ

ゾート)の方向性(素案)」のパブリックコメントについては、多くの市民の

皆様からご意見をいただくことができました。広報などについてのご協力あ

りがとうございます。今回は市民の皆様から頂いたご意見の提出者数（速報

値）をお知らせします。 

なお、新型コロナウィルス感染症が拡大する中、本市においても感染症へ

の様々な対応を最優先事項として取り組んでいますが、厳しい状況に変化は

ありません。今まで区域整備計画の認定申請期間を見据え、実施方針等の６

月公表に向け作業を進めてきましたが、こうした状況を総合的に勘案し、実

施方針等の公表時期を２カ月遅らせ８月とすることとしました。 

引き続き、市民の皆様への説明を丁寧に行いながら、事業を進めていきま

す。 

   １ パブリックコメントの概要 

(1) 意見募集期間：令和２年３月６日（金）から４月６日（月）まで 

(2) 意見提出方法：郵送、ファクシミリ、電子メール、直接持参 

(3) 実施結果（速報値）：令和２年４月１７日現在 

提出方法 意見の提出者数 

郵送 １,７８２ 

ファクシミリ １,１９８ 

電子メール １,７４６ 

直接持参 ３４５ 

合計 ５,０７１ 

※本実施結果は、４月１７日現在の速報値であり、今後公表するパブリ 

ックコメント結果と異なる可能性があります。 

 

２ スケジュール 

日程 内容 

４月～７月 意見取りまとめ、素案修正等 

８月 パブリックコメント結果、 

横浜ＩＲの方向性の公表 

 

問合せ先：  

 

都市整備局 ＩＲ推進課  ℡（６７１）４１３５ 

【市連】 
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３ 横浜北西線広報紙「ほくせいせん」第16号の発行について 

(道路局) 

 

  横浜北西線（東名高速道路横浜青葉ジャンクション～横浜北線・第三京浜

道路横浜港北ジャンクション）は、横浜市と首都高速道路（株）が共同で事

業を進め、令和２年３月22日（日）16時に開通しました。 

今回は、横浜北西線の開通のお知らせ、横浜北西線の各機能のご案内を特集

した広報紙「ほくせいせん」第16号を発行いたします。 

 

 

 

 

今月の自治会・町内会配送ルートにて、各自治会・町内会長の皆様に資料 

を１部送付いたします。 

 

 

 

 

問合せ先：  

 

 

 

道路局 横浜環状道路調整課 ℡（６７１）３６３０ 
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（備考）令和２年中の数値は速報のため、変更することがあります。

※　４月の火災件数　　　５件の内訳

① ５日 美しが丘西二丁目 建物火災 台所の換気扇フィルター２枚焼損

② ６日 荏田北一丁目 その他火災 防鳥ネット１枚及び雑物若干焼損

③ 11日 あざみ野南一丁目 その他火災 雨水桝内に堆積した落葉若干焼損
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　　『令和２年度 アクション青葉 原単位597グラム』の状況について

　令和2年度の目標：1人1日あたりのごみ量 597グラム

　（内訳：燃やすごみ　394グラム / 資源物等　203グラム　）

１原単位（１人１日あたりのごみ量）

　＊ 平成29年度比では18グラムの削減／令和元年度(推計)比では4グラムの削減です。

 

 4月の原単位は、燃やすごみが431グラムで元年度比では20グラムの増量となりました。

 なお、推計値の段階ですが、元年度の燃やすごみと資源物の総量の平均は、601グラム

となり、令和元年度の目標598グラムに対して3グラムの増量となる見込みです。

 引き続き、ごみの減量、３Ｒの推進に対し、ご理解・ご協力をお願いします。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 平均

燃やす
ごみ 431 431

625 652 584 605 587 597 573 605 616 584 603

燃やす
ごみ 410 428 396 403 394 404 380 409 404 379 369 398 410

燃やす
ごみ 20 20

 　＊　１グラム未満を四捨五入しているため、毎月の数値と年度の平均､差引が合わない場合があります。

 　＊　資源物の数値確定に３か月程度かかることから、総量の確定に３か月程かかります。

〈 参考１ 〉燃やすごみ量（収集実績値）の推移
4月の燃やすごみ量は4,014トンで、前年同月比で202トンの増量となりました。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
合計

４月まで

4,014 4,014

3,812 4,119 3,680 3,870 3,789 3,759 3,656 3,806 3,887 3,648 3,318 3,824 3,812

202 202

　＊　１トン未満を四捨五入しているため、毎月の合算値と年度の合計､差引が合わない場合があります。

　＊　表の合計は対前年同月比（４月）のものです。

差　　引

６　青葉区のごみ量について（令和2年4月実績）

令和元年度
実績

【単位：グラム】

原単位

令和
２

年度

総量

令和
元

年度

総量

差引
総量

【単位：トン】

令和２年度
実績
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7

〈 参考２ 〉主な資源ごみ量（収集実績値）の推移
（缶・びん・ペットボトル・プラスチック製容器包装。　除く：集団資源回収分）

4月の資源ごみ収集量は839トンで、前年同月比で117トンの増量となりました。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
合計

４月まで

839 839

721 796 702 764 779 708 742 693 706 819 677 757 721

117 117

　＊　１トン未満を四捨五入しているため、毎月の合算値と年度の合計､差引が合わない場合があります。

　＊　表の合計は対前年同月比（４月）のものです。

　３Ｒ夢ひとこと伝言板 ♪♪♪

（注） 表の数値は、収集事務所速報値です。（資源集団回収分は含みません。）

【単位：トン】

令和２年度
実績

令和元年度
実績

差　　引

令和２年度も「手つかず食品の削減・食べ残しをしない」を重点的に取り組みます！

-　7　-
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７ 青葉区版防災情報伝達システム登録者について  

(総務課) 

   

   「青葉区版防災情報伝達システム」の電話システムの運用について、地

域の災害情報共有にご活用いただけますよう、令和２年７月より、電話番

号の登録上限を自治会・町内会につき３名まで増やします。 

   そのため、会内で登録者をご検討いただき、「青葉区版防災情報伝達シス

テム登録申請用紙」に、電話番号登録者等のご記入をお願いします。 

 

   〇提出期間：令和２年６月30日まで 

   〇提出方法： 

１ 郵送・ＦＡＸ 

必要事項をご記入の上、青葉区役所総務課まで提出ください。 

２ メール 

青葉区連合自治会長会のホームページから様式をダウンロードして 

いただき担当まで送信ください。 

 

今月の自治会・町内会配送ルートにて、各自治会・町内会長の皆様に資

料を１部送付いたします。 

 

 

問合せ先： 総務課 庶務係 ℡（９７８）２２１３  
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８ 青葉区版防災情報伝達システム訓練及び説明資料の送付につい

て  

(総務課) 

   

今年度につきましても、電話や専用防災ラジオを活用した自治会・町内 

会や地域防災拠点運営委員長等を対象とする「青葉区版防災情報伝達シス 

テム」の訓練を年４回実施します。昨年度と同様に訓練日が近づきました 

ら、電話システム登録者に対して、電話で訓練実施の御案内をさせていた 

だきますので、あらかじめ御了承ください。 

また例年、会長が変わられた自治会・町内会向けに、システムの概要や 

専用防災ラジオの取扱方法等に関する説明会を実施しておりましたが、今 

年度については、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点より、資料送付 

での対応とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

 【情報伝達システム訓練】 

〇日時 

   ・令和２年７月10日（金） 11：25～11：40（予定） 

   ・令和２年９月１日（火） 11：25～11：40（予定） 

   ・令和３年１月19日（火） 11：25～11：40（予定） 

   ・令和３年３月11日（木） 11：25～11：40（予定） 

〇訓練内容 

   ・専用防災ラジオの自動起動及び放送受信訓練 

（専用防災ラジオ管理者のみ） 

   ・電話システム運用訓練（電話システム登録者） 

（ラジオの受信状況を確認する内容） 

 

今月の自治会・町内会配送ルートにて、各自治会・町内会長の皆様に資 

料を１部送付いたします。 

 

 

問合せ先： 総務課 庶務係 ℡（９７８）２２１３  
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９ あおば地域サポート補助金（テーマ型コース）の申請期間の延長 

について 

 (区政推進課)  

   

新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が５月末まで延長されたこと 

を踏まえ、「あおば地域サポート補助金」のテーマ型コースについて申請期 

間を延長します。 

 

○テーマ型コース申請期間 

   ・変更前 ５月 29 日(金)まで 

     ↓ 

   ・変更後 ６月 30 日(火)まで 

 

○補助金交付の目安 

６月まで ７月 ８月 

申請期間 審査期間 補助金交付決定 

 

※新型コロナウイルスの感染状況等により、補助金交付時期が遅れる可 

能性があります。 

 

 ○その他 

    ・連携コースの申請は随時受け付けております。 

    ・ご不明な点がございましたら、お手数ですが区役所の担当までご連 

絡ください。 

    ・補助金の詳細はＨＰをご覧ください。 

「あおば地域サポート補助金」でご検索ください。 

 

 

 

 

問合せ先： 区政推進課 地域力推進担当 ℡（９７８）２２８６  
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○ 次回区連会日程について（予定） 

○日 時  令和２年６月22日（月）午前10時00分～ 

○場 所  青葉区役所 会議室  

 

※新型コロナウイルスの感染拡大状況等を踏まえ、変更となる場合がありますのでご注意

下さい。 

 



1 市長コメント 市民局　地域活動推進課

道路局　横浜環状道路調整課

4
青葉区版防災情報伝達システム登録者について
（依頼）

今  月  の  回  覧  依  頼  物

配　　付　　物　　名

～今月の掲示依頼物はありません～

～今月の回覧依頼物はありません～

発　　行　　団　　体

今  月  の　自　治　会　へ　の　配　布　物

今  月  の  掲　示  依  頼  物

5
青葉区版防災情報伝達システム訓練及び説明資料
の送付について　（通知）

総務課

総務課

2 横浜市における特別定額給付金について 市民局　総務課

横浜北西線広報紙「ほくせいせん」第16号の発行につ
いて

3
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